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庭園やひろばを団体で使用するには

●庭園やひろばは、住区住民会議や町会、学校等の公共的団体　

（おおむね１０人以上）が、許可を得て下表の曜日・時間帯に

団体で使用することができます。

●小学生以下の団体使用では大人の責任者の同伴が必要です。

●イベント時の模擬店等での使用は非営利なものに限ります。

●団体で使用する場合は、事前に目黒区土木管理課で使用許可

の手続きが必要です。詳細は土木管理課（TEL：03-5722

-9418）までお問い合わせください。

＜庭園を使用できる曜日・時間帯＞

　庭園の開園時間内 （午前 7時から午後 9時まで）

＜ひろばを使用できる曜日・時間帯＞

連絡先
○目黒区道路公園課 

TEL : 03 - 5722 -9242 

午前

午後

月 火 水 木 金 土 日

利 用 の
ル ー ル
ブ ッ ク

小学生以下の

公共的団体のみ

使用可

公共的団体使用可
※但し、比較的穏やかなボール遊び等とする
　（ゲートボール、グランドゴルフなど）

個人・一般利用のみ

AM PM
AM PM

午前７時から 　午後 7 時まで

午前７時から 　午後５時まで

（夏時間）

4 月～　

　10 月

（冬時間）

11 月～

　　3 月

ひろばを夜間利用（有料）するには

AM PM
午前７時から　午後 9 時まで

目黒天空庭園（屋上）

通年

オーパス夢ひろば（地上）

※夜間利用について

ひろばは一般開園終了後に有料で夜間団体利用

ができます。夜間団体利用のルールについては

「ひろばを夜間利用（有料）するには」をご覧

ください。
１１月～３月

４月～１０月 午後７時から午後９時まで

午後５時から午後７時まで、

午後７時から午後９時まで

開 園 時 間
み　ん　な　で　き　め　た

屋上の庭園 ・地上のひろばの開園時間は下のとおりです。

●夜間利用登録をした団体が、有料で利用することができます。

●小学生以下の夜間利用はできません。また、未成年（中学生

以上）の団体利用では大人の責任者の同伴が必要です。

●夜間利用登録には、目黒区道路公園課での手続きが必要

です。詳細は下記の連絡先までお問い合わせください。　

＜利用できる時間帯＞

庭園・ひろばを利用するときは

きれいに使いましょう。




